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  就労継続支援Ｂ型 重要事項説明書  

〔令和 6年 7月 1日現在〕 

 この重要事項説明書は、社会福祉法第７６条及び第７７条の規定に基づき、文章に
より説明を行うものです。 
 ご利用者に対して就労継続支援Ｂ型事業を提供致します。 
 施設・設備の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを
次のとおり説明致します。 

 
 
１ 就労継続支援Ｂ型サービスを提供する事業者の概要 

事 業 者 名 称 株式会社 ASUMO 

代 表 者 氏 名 代表取締役 前田 裕士 

法 人 所 在 地 

（ 連 絡 先 ） 

愛知県春日井市美濃町二丁目 119番地 

電話番号：0568-37-1517 ／ ＦＡＸ番号：0568-37-1518 

法人設立年月日 2012 年 3月 15日 法人所轄庁：愛知県 
 
 

２ ご利用者へのサービス提供を担当する事業所について 

(1) 事業の所在地等 

事 業 の 種 類 就労継続支援Ｂ型事業所 

事 業 所 名 称 アスモプラス 

サ ー ビ ス の 

主たる対象者 
特定なし 

愛 知 県 指 定 
事 業 所 番 号 

就労継続支援Ｂ型 2317502132（令和 3年 6月 1日指定） 

管 理 者 鈴木 裕美 

サービス管理責任者 前田 裕士 

事業所所在地 愛知県春日井市美濃町二丁目 119番地  

連 絡 先 

相 談 担 当 者 

電話番号: 0568-37-1517 ／ ＦＡＸ番号: 0568-37-1518 

 担当者名：前田 裕士 

電 子 メ － ル plus@asumo.info 

事業所の通常の 

事業実施地域  
春日井市、小牧市、名古屋市北区、豊山町 

ホ － ム ペ － ジ https://asumo.info/ 

利 用 定 員 20 名 

開 設 年 月 日  令和 3年 6月 1日 
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(2) 事業の目的および運営方針 

事 業 の 目 的 

適切な環境と管理のもとに、利用される方お一人お一人の能力と特

性に応じた支援を行い、福祉的就労の場、日中活動の場として地域

社会で生活できるようにすることを目的とします。 

運 営 方 針 

利用される方お一人お一人を尊重する精神を貫き、利用される方が

心身ともに健やかに生活され、又その能力と特性に応じて自立した

日常生活を営むことが出来るよう支援します。そのために支援の多

様化を図り、より支援内容を深めていきます。 

 

(3) 営業時間及びサービス提供可能な日並びに時間帯 

営業日及び
サービス提供日 

月曜日～土曜日 ※12/29～1/3を除く 

営業時間 8:00～17:00 

サービス提供時間 9:30～16:30 

 

３ 事業所の構造・設備について 

(1) 構造 

構 造 鉄骨造 

敷 地 面 積  759.44㎡ 

延 床 面 積  184.81㎡ 

 

(2) 主な設備 

設 備 の 種 類 室 数 面  積 ・ 備  考 

作 業 訓 練 室 1室 面積：42.25㎡ ／ 一人当たり面積：2.1㎡ 

多 目 的 室 1室 面積：62.13㎡ ／ 一人当たり面積：3.1㎡ 

事 務 室 1室 面積：25.23㎡ 

相 談 室 1室 面積：12.3㎡ 

男 子 ト イ レ 1室 面積：6.71㎡ 

女 子 ト イ レ 1室 面積：6.42㎡ 

手 洗 い 場 1室 面積：5.9㎡ 
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４ 職員体制等ついて 

 

(1)  職員体制 

職 種 員 数 

管 理 者 1 名以上 

サ ー ビ ス 管 理 責 任 者 1 名以上 

職 業 指 導 員 1 名以上 

生 活 支 援 員 1 名以上 

目 標 工 賃 達 成 指 導 員 1 名以上 

 ※職業指導員または生活支援員のうち 1名以上は常勤とする 

 

(2) 職員の勤務体制 

職 種 勤   務   体   系 

管 理 責 任 者 正規の勤務時間・常勤として定める勤務時間（1日 8時間実働） 

サービス管理責任者  正規の勤務時間・常勤として定める勤務時間（1日 8時間実働） 

職 業 指 導 員  正規の勤務時間・常勤として定める勤務時間（1日 8時間実働） 

生 活 支 援 員  正規の勤務時間・常勤として定める勤務時間（1日 8時間実働） 

※支援員の有資格者 

社会福祉士（ 名）   社会福祉主事（ 名） 

介護福祉士（1名以上）   福祉住環境コーディネーター（ 名） 

初任者研修（1名以上） 

 

５ 就労継続支援Ｂ型事業の概要 

 利用料金が訓練等給付費から給付されるサービスについて（訓練等給付費支給対象

サービス） 

 訓練等給付費（市町村から支給される代理受領額及び定率負担として市町村が定め

た額を合わせたもの。）の範囲内でサービスの内容は以下のとおりです。 

 なお、利用者個々人について提供するサービスの内容については、｢就労継続支援Ｂ

型事業利用契約書｣第５条により作成する個別支援計画に基づくものと致します。 

 

(1)  基本的な生活にかかわる支援 

種  類 内      容 

食 事 

原則としてご本人による持参とします。契約書の記載どおり費用が
発生する場合については、利用者実費負担とします。 
----------------------------------------------------------- 
昼 食 12:00～13:00 

洗 濯 ・ 排 泄 ・ 
着 脱 衣 ・ 整 容 

利用者の状況に応じて適切な支援をいたします。 
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清  掃 

利用者が快適な日中活動を送れるよう、事業所内の環境を清潔に保
つことに努めます。 
----------------------------------------------------------- 
作業室については基本的に利用者自身にて行っていただきますが、
個々の状況に応じて必要な支援させていただきます。その他の部分
については事業所側で行うことを原則といたします。 

整 理 整 頓 
利用者本人の私物に関しましては利用者自身で行っていただきま
す。但し、個々人の状況に応じて必要な支援を行う場合は、事前に
利用者の了解を得てから職員が一緒に行うことを原則と致します。 

移  動 利用者の心身状況に応じて適切な移動の支援を致します。 

安 全 管 理 

利用者が日中活動を行うにあたって安全で安心感をおもちいただ
くため、食生活に関する器材、設備の衛生管理、また建物設備に関
する定期点検等安全管理に努め、必要な改善、修繕等の措置を講ず
る等ハード面における安全確保のほか、利用者の日中活動時の安全
配慮など安全面についてトータルな対応を行い、安全確保に努めさ
せていただきます。 

 

(2)  日中活動にかかわる支援 （就労移行に向けた支援） 

種  類 内      容 

作 業 支 援 

利用者の特性を重視し、お一人お一人に適した作業が提供できるよ
う努めさせていただきます。 
（個別支援計画により配置し支援いたします） 
 
現在の作業種目は下記の通りです 
 
マスクの紐通し作業など 

工 賃 支 援 
労働の対価として工賃をお支払いいたします。工賃の支給において
は、利用者給与等規程に基づいてお支払い致します。 

社 会 活 動 支 援 
利用者の状態に応じて、自治会活動や権利行使に関わる本人活動を
支援いたします。また、利用者の生活を豊かにするために、必要な
社会経済活動への参加も支援致します。 

施 設 外 就 労 

事業所は、一般就労への移行や工賃の引き上げを図るため、利用者と 

職員がユニットを組み、企業から請け負った作業を当該企業内で行う 

施設外就労を実施する。 

施 設 外 支 援 事業所は、職場実習、求職活動等の施設外支援を実施する。 

在 宅 支 援 
事業所は、利用者に在宅利用に適した支援プログラムや、作業活動等
の提供を行う。また、利用者との連絡体制の構築や、関係機関との連
携を行い、利用者の希望や心身の状況等に応じた支援を行う。 

 

(3)  社会生活にかかわる支援 

種  類 内      容 

ｺ ﾐ ｭ ﾆ ｹ ｰ ｼ ｮ ﾝ 
利用者個々の能力に応じて、様々な手法により意思を伝達すること
ができるよう支援致します。 

金 銭 管 理 
基本的には利用者自身で行っていただきますが必要に応じて個々
の能力に応じた方法で行えるよう支援致します。 
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情 報 提 供 
社会参加を図る一環として、個別的な説明を含め、有益で必要な情
報を利用者へ提供させていただきます。 

地 域 生 活 移 行 
利用者の意思とその法定代理人の理解、協力の下に、必要な条件を
整備した上で地域生活への移行を支援致します。 

人 間 関 係 
必要な人的・物的な環境調整とともに、円滑な人間関係を築くため
の社会性を養うことができるよう支援致します。 

相 談 及 び 援 助 

利用者及びその法定代理人からの相談については、必要に応じて支
援を行うよう努めます。 
 
＜窓口＞サービス管理責任者・作業指導員・生活支援員 

社会資源の利用 
利用者がより社会と関わりのもてる生活を送ることのできるよう、
公民館活動や地域住民の活動参加等社会資源の活用が図れるよう
支援致します。 

 

(4)  保健医療にかかわる支援 

種  類 内      容 

健 康 管 理 

協力医療機関との契約により、必要に応じて健康管理に努めさせて
いただきます。 
 
利用時間中のケガや急病につきましては、事業所が責任をもって対
応させていただきます。 
 
利用者が医療機関に通院する場合、付き添いを希望されるときは配
慮いたしますが配置の都合上希望に添えない場合もございます。 

健 康 管 理 
＜当施設の協力医療機関＞ 
医療機関  ：訪問診療所 下島 － 内 科 

服 薬 管 理 
管理を希望される利用者については、作業指導員・生活支援員が利
用者の服薬を管理いたします。与薬はマニュアルに基づき、誤りの
ないよう万全を期します。 

通 院 
就労継続支援Ｂ型事業時間内に発生した事故や急病について、治療
が必要な場合は通院いたします。尚、その他の通院に関しては原則
として利用者自身（ご家族）で行っていただきます。 

 

６ 苦情申立先 

苦情解決委員会 

受付担当者：前田 裕士 

責任者：前田 裕士 

第三者委員：なし 

TEL：0568-37-1517 9：00～17：00 担当者不在の時は、サ

ービス管理責任者・作業指導員・生活支援員が代行します。 

春日井市障がい福祉課 
愛知県春日井市鳥居松町 5-44 

電話番号：0568-85-6186 ＦＡＸ番号：0568-84-5764 

小牧市福祉部 障がい福

祉課 

愛知県小牧市堀の内三丁目１番地 

電話番号：0568-76-1127 ＦＡＸ番号：0568-76-4595 

名古屋市北区役所 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号 
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福祉課障害福祉係 電話番号：052-917-6516 ＦＡＸ番号：052-914-2100 

豊山町生活福祉部福祉

課福祉グループ 

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 260 番地 

電話番号：0568-28-0912 ＦＡＸ番号：0568-28-2870 

愛知県社会福祉協議会 

（運営適正化委員会） 

名古屋市東区白壁一丁目 50番地 愛知県社会福祉会館内 

電話番号：052-212-5515 ＦＡＸ番号：052-212-5514 

 

７ 協力医療機関 

 協力医療機関は、治療を必要とする場合に協力を依頼している医療機関です。ただ

し、優先的な診療・入院治療を保証するものではございません。 

医 療 機 関 名 称 訪問診療所 下島 

医 院 長 名 下島 卓弥 

所 在 地 愛知県春日井市妙慶町 2-1 

電 話 番 号 0568-32-9902 

診 療 科 目 内 科 

 

８ 非常災害時の対策 

非常時の対応 
春日井市の消防計画及び地震災害時マニュアルより対応いた

します。 

防 災 訓 練 
春日井市消防計画により、毎月１回の非難・防災訓練を実施

いたしますのでご協力ください。 

防 災 設 備 

・自動火災報知器       あり 

・スプリンクラー     なし 

・ガス漏れ警報機       なし 

・非常通報装置        あり 

※カーテン等は防火性のあるものを使用しております。 

消 防 計 画 消防署へは届出をしています。 

 

９ 事故発生時の対応 

利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合は、都道府県、市区町村、当該

利用者に係る支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。賠償すべき事故

が発生した場合は、損害賠償を速やかに行ないます。 

□事故発生時の報告連絡先 

愛知県 障害福祉課 

事業所指導グループ 
電話番号：052-954-7400 ＦＡＸ番号：052-954-6920 

春日井市健康福祉部 

障がい福祉課 
担当窓口 電話番号：0568-85-6212 
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１０ 利用の際に留意していただく事項 

 利用されている方々の就労継続の場としての快適性や安全性を保つため、次に掲げ

る事項についてご留意ください。 

設備・器具の利用 

事業所内の設備、器具は本来の用途に従ってご利用ください。

これに反した利用により破損等が生じた場合は賠償していた

だくことがあります。 

------------------------------------------------------ 

利用する際、本人・対物損害賠償保険にご加入下さい。 

喫 煙 喫煙は決められた時間に決められた場所でお願いいたします 

貴重品の管理 

利用者の所有する貴重品につきましては、ご自分の責任にお

いて管理していただくことが原則です。紛失等の事故に対す

る責任は、施設で負うことは出来ません。 

宗教・政治・営利活動 

利用者の思想・信教は自由ですが、他の利用者や職員に対し、

迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動はご遠慮

下さい。 

動 物 飼 育 事業所内へのペットの持ち込みについてはご遠慮ください。 

健 康 維 持 
健康診断、医療にかかる検査は特別な事情がない限りお受け

下さい。 

衛 生 保 持 
事業所内の清潔、整頓、その他環境衛生の保持にご協力下さ

い。 

防 災 対 策 
火災予防の規律に関しては特に注意を払い、必ずお守りくだ

さるようお願いいたします。 

家族の会への参加 

利用者の生活を充実するために家族が自主的に家族の会を運

営する可能性がございます。特別な事情がない限りは、家族

の会に加入して下さるようお願いいたします。 

そ の 他 

利用者に対するサービスの実施及び安全衛生等の管理上必要

があると認められる場合、必要な措置をとる場合があります

のでご了承ください。 

その場合、ご本人のプライバシー等の保護については十分な

配慮をいたします。 

------------------------------------------------------ 

退所後は速やかに持ち込み物品をお引取り下さい。残置物を

引き渡す場合は実費をいただきます。 

 

１１ 訓練等給付費支給外サービス（利用者負担によるサービス） 

 訓練等給付費支給外サービスを提供した場合は、利用料金をいただきます。なお、利

用料金明細につきましては、個人利用サービス説明書によりご確認下さい。 

 

(1)  社会生活上の便宜 

種  類 内      容 

外出・旅行等の付添い 利用者の希望がある場合、実施可能な範囲で職員やヘルパーが
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付き添いをいたします。 

 

(2)  その他利用者の希望により提供するサービス 

種  類 内      容 

特 別 な 食 事 利用者の希望により特別な食事を提供いたします。 

移 送 サ ー ビ ス 

アスモプラスの出勤、退勤に関わる送迎(ＪＲ勝川駅より車で１０
分)。但し、送迎時間はＡＭ９：００～１１：００・ＰＭ２：００
～５：００とさせていただきます。（利用者の状況により個別に支
援する場合もあります） 

成 人 病 検 診 成人病検診や癌検診を支援いたします。 

予 防 注 射 
利用者の希望により、インフルエンザ等の予防注射を実施いたし
ます。 

 

１２ 利用料 （別紙「障害福祉サービス利用料及び加算表」参照） 

 施設利用にともなう利用料金は、本人または扶養義務者の負担能力に応じて市町村長

が定めた本人負担金と事業者が定めた利用料金の合計です。徴収方法は下記の通りです。  

利用料金の支払

方法 

利用料金や費用は、１ヶ月毎に計算しますので、翌月２５日までに自動

口座引き落としにてご入金いただくことを基本とします。なお、指定口

座への振込みをご希望される方は、ご希望に応じます。手数料は、事業

者負担といたします。 

 

１３ 虐待防止について 

 事業所は、ご利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及す

るための研修を実施する等の措置を講じます。 

①事業所は必要性に応じてご利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。 

②当該事業所従業者又は養護者（現に養護している家族・親族・同居人等）による虐待

を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。 

③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図ります。 

④事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。 

役職：サービス管理責任者 氏名：前田 裕士 

 

１４ 身体拘束について 

①事業所は、サービスの提供にあたっては、原則として利用者に対して身体拘束を行い

ません。ただし、利用者本人または他人の生命・身体を保護するために緊急やむを得な

い場合には、利用者・家族等の同意を得た時のみ、その条件と期間内にて必要最小限の

範囲で身体拘束等を行うことがあります。 

②事業所は、やむを得ず前項の身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際 

の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由など必要な事項を記録することと

します。 

③事業所は身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催すると

ともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ることとします。 

④従業者に対して、身体拘束等の適正化のための研修会を定期的に実施することとしま
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す。 

 

１５ 感染症対策について 

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①従業者の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

②事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。 

③事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を１

回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。 

④事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

⑤従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を実施します。 

 

１６ 業務継続に向けた取り組みについて 

感染症や自然災害の発生時において、利用者に対する就労継続支援Ｂ型の提供を

継続的に実施するための、業務継続計画を策定するとともに、当該計画に沿った

研修及び訓練を実施します。 

 

１７ 提供するサービスの第三者評価の実施状況について 

  第三者評価の実施および結果公表は、実施しておりません。 



別紙  障害福祉サービス利用料及び加算表 

 

訓練等給付費対象サービスの提供を受けた場合は、サービス利用料金全体の 1 割の額を事業所に

お支払いいただきます。なお利用者負担額の軽減等の適用がある場合は、この限りではありませ

ん。具体的な 1 ヶ月あたりの利用者負担上限額につきましては、お手持ちの障がい福祉サービス

受給者証をご確認ください。記載されている費用はおよその額で、実際には地域単価によって、

1 円単位で異なる場合がございます。 

 

■基本報酬 就労継続支援 B 型サービス費（平均工賃月額 1～1.5 万円未満） 

通所に応じて基本的に発生する費用です。 

1 日あたり 6,730 円（人員配置 6:1の場合）／ 5,840 円（人員配置 7.5:1の場合） 

 

■初期加算 

利用開始から 30 日を限度として新規利用の方々が円滑に通所していただくために提供する支援

にかかるご費用 

1 日あたり 300 円 

 

■福祉専門職員配置等加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ 

常勤職員のうち介護福祉士等の資格者が一定の割合の体制の場合または常勤職員の割合が 75%

以上の場合などに算定。 

1 日あたりⅠ：150 円 Ⅱ：100 円 Ⅲ：60 円 

 

■重度者支援体制加算 

障害基礎年金障害厚生年金 1 級を受給している利用者の割合が利用者数の一定以上の割合の場合

に算定。 

1 日あたりⅠ：560 円 Ⅱ：280 円 

 

■就労移行支援体制加算 

前年度において、一般就労等に移行したのち 6 ヶ月以上継続して就労している利用者の数に応じ

て算定。 

平均工賃額にあわせて 1 日あたり 480～930 円 

 

■目標工賃達成指導員配置加算 

工賃向上計画を定めた上で目標工賃達成指導員を配置し、6：1 以上の人員配置となった場合に算

定。 

1 日あたり 450 円 

 

 



■訪問支援特別加算 

利用者が連続して 5 日間利用しなかった時に職員が居宅を訪問して相談援助を行った場合に算

定。 

月 2 回まで 1 時間未満：1870 円 1 時間以上 2,800 円 

 

■利用者負担上限額管理加算 

事業所が利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定。 

1 ヶ月あたり 1,500 円 

 

■欠席時対応加算 

利用者が急病などにより利用を中止した際に連絡調整や相談等を行った場合に算定。 

月 4 回まで 940 円 

 

■送迎加算 

居宅と事業所との間を送迎する場合に算定。 

条件：1 回あたり平均 10 名以上の送迎・週 3 回以上の送迎 

いずれも満たしている場合Ⅰ 1 回あたり 210 円 

片方を満たしている場合Ⅱ  1 回あたり 100 円 

 

■福祉・介護職員等処遇改善加算 

直接支援員等の処遇改善にかかる取り組みを実施している場合に算定。 

新加算Ⅱ：1 か月の給付費額の 9.1％ 

 




